
  

報道発表資料 

東京消防庁 Tokyo Fire Department 

 

令和３年２月２２日 
 

令和３年春の火災予防運動を実施します!! 

～「新しい日常」における火災予防～ 

 

都民の火災予防意識の高揚を図り、火災及び火災による死傷者の発生並びに財産

の損失を防ぐことを目的として、令和３年春の火災予防運動を下記のとおり実施し

ます。 

新型コロナウイルス感染症の感染状況の影響を受ける中においても、防災行動力

の向上、自主防火の推進等を図っていく必要があることため、新しい日常に応じた

防火防災に関する学習や訓練方法等を広報していきます。 

 

 

記 

 

１ 実施期間 

  令和３年３月１日（月）から３月７日（日）まで 

 

２ 推進項目 

 東日本大震災の発生から１０年の節目を迎え、首都直下地震などへの関心が高ま

るこの機会を捉え、初期消火を中心とした防災行動力の向上、自衛消防訓練など自

主防火の推進等を広報の重点とした火災予防に資する事業を推進します。 

 

３ 期間中の行事等 

 新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言中のため、原則として集客を

伴う広報イベント等の開催は控えています。 

 ⑴ のんさんを一日消防署長に迎えて実施予定だった３月１日のイベントにつ 

  いては、無観客での実施に変更させていただきます。当日の模様はＹｏｕＴｕ 

  ｂｅの東京消防庁公式チャンネルやＳＮＳ等で順次公開する予定です。 

 ⑵ のんさんのポスター（別添え）及び連動動画による消火器取扱要領の周知 

 

 

 

問合せ先 

 

 

 

東京消防庁㈹ 電話 3212-2111 

広報課報道係 内線 2345～2349 

 



別添え 

 

 


